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(57)【要約】
【課題】乗員の運転操作として少なくともステアリング
操作に代わって走行制御を行う場合、乗員が目的地を設
定しない場合にも、乗員の意図する走行経路にしたがっ
て車両を走行させる技術を提供する。
【解決手段】Ｓ４０４において情報取得部は、車両の現
在位置と現在の日時とを少なくとも含む走行情報を取得
する。Ｓ４０６において記憶部は、現在の走行情報を記
憶装置に記憶する。Ｓ４０８において判定部は、車両の
乗員の運転操作によって車両が走行しているときに現在
の走行情報と記憶装置に記憶されている過去の走行情報
とを比較し、現在の走行情報に対し、過去に走行した走
行経路を車両が走行すると推定できる類似度を有する過
去の走行情報が存在する場合、提案条件が成立すると判
定する。Ｓ４０８において提案条件が成立する場合、Ｓ
４１０において提案部は、乗員の運転操作に代わって、
走行制御部による走行制御に切り替えることを乗員に提
案する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置と現在の日時とを少なくとも含む走行情報を取得する情報取得部（３２
、Ｓ４０４）と、
　前記情報取得部が取得する前記走行情報を記憶装置（３６）に記憶する記憶部（３４、
Ｓ４０６）と、
　前記情報取得部が取得する現在の前記走行情報と前記記憶装置に記憶されている過去の
前記走行情報とを比較し、現在の前記走行情報に対し、過去に走行した走行経路を前記車
両が走行すると推定できる類似度を有する過去の前記走行情報が存在するか否かを判定す
る判定部（３８、Ｓ４０８）と、
　前記類似度を有する過去の前記走行情報が存在すると前記判定部が判定すると、前記運
転操作として少なくともステアリング操作に代わって、前記車両が過去に走行した前記走
行経路にしたがって前記車両の走行を制御する走行制御部（５０、Ｓ４１６）と、
を備える走行制御装置（３０）。
【請求項２】
　請求項１に記載の走行制御装置において、
　前記類似度を有する過去の前記走行情報が存在すると前記判定部が判定すると、前記走
行制御部が前記車両の走行を制御することを乗員に提案する提案部（４０、Ｓ４１０）を
さらに備える、
走行制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の走行制御装置において、
　前記提案部は、前記走行制御部が前記車両の走行を制御することを前記乗員に提案する
ときに、前記走行経路と前記車両の目的地との少なくともいずれかを前記乗員に報知する
、
走行制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の走行制御装置において、
　前記提案部が前記走行経路と前記目的地との少なくともいずれかを報知する報知情報に
代えて、前記乗員が走行経路と目的地との少なくともいずれかを入力装置（７０）から入
力する入力情報にしたがって、前記走行制御部は前記車両の走行を制御する、
走行制御装置。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか一項に記載の走行制御装置において、
　前記乗員が前記提案部の提案を了承するか拒否するかのいずれかを入力する入力装置（
７０）により前記提案を了承することが入力されると、前記走行制御部が前記車両の走行
を制御することを許可し、前記入力装置により前記提案を拒否することが入力されると、
前記走行制御部が前記車両の走行を制御することを許可しない許可部（４２、Ｓ４１２）
をさらに備える、
走行制御装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の走行制御装置において、
　前記情報取得部は、前記走行情報として前記車両の現在の走行方向をさらに取得する、
走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、車両の乗員の運転操作による走行状態から、乗員の運転操作の少なくとも一
部に代わって走行制御部が車両走行を制御する走行状態に切り替える技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　車両の乗員による運転操作に代わって車両自体が走行を制御する所謂自動運転の技術が
公知である（例えば、特許文献１参照。）。
　特許文献１に記載の技術では、乗員が運転支援スイッチをオンにすると運転支援処理に
より自動運転が開始され、車両は自動走行する。特許文献１に記載の技術では、自動運転
中に車両が交差点等の分岐点に近づくと、分岐点に接続する走行可能な道路に対して予め
推奨軌道を生成する。
【０００３】
　そして、生成された複数の推奨軌道から、乗員がジョイスティックを傾斜させた方向に
存在する推奨軌道が走行軌道として選択され、その走行軌道にしたがって自動運転が行わ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２１６０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術では、乗員が目的地を設定しない自動運転において乗員がジョ
イスティックを操作しないと、分岐点に近づいても車両は道なりに走行する。したがって
、乗員が意図する目的地に向かう走行経路が道なりではない場合、乗員が分岐点において
ジョイスティックを操作して車両の走行方向を指示する必要がある。
【０００６】
　しかし、例えば、車通勤や週末の買い物のように決まった日時に決まった目的地に向か
って車両が走行する場合、目的地に向かう走行経路を指示するために、自動運転中に乗員
がジョイスティックを操作することは煩雑である。
【０００７】
　本開示の一側面は、乗員の運転操作として少なくともステアリング操作に代わって走行
制御を行う場合、乗員が目的地を設定しない場合にも、乗員の意図する走行経路にしたが
って車両を走行させる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様は、情報取得部（３２、Ｓ４０４）と、記憶部（３４、Ｓ４０６）と、
判定部（３８、Ｓ４１０）と、走行制御部（５０、Ｓ４１６）と、を備えている。
　情報取得部は、車両（１００）の現在位置と現在の日時とを少なくとも含む走行情報を
取得する。記憶部は、情報取得部が取得する走行情報を記憶装置（３６）に記憶する。
【０００９】
　判定部は、情報取得部が取得する現在の走行情報と記憶装置に記憶されている過去の走
行情報とを比較し、現在の走行情報に対し、過去に走行した走行経路を車両が走行すると
推定できる類似度を有する過去の走行情報が存在するか否かを判定する。
【００１０】
　走行制御部は、類似度を有する過去の走行情報が存在すると判定部が判定すると、運転
操作として少なくともステアリング操作に代わって、車両が過去に走行した走行経路にし
たがって車両の走行を制御する。
【００１１】
　この構成によれば、現在の走行情報と過去の走行情報との類似度に基づいて、車両が過
去に走行した走行経路を走行すると推定できる。そして、少なくとも乗員のステアリング
操作に代わって、走行制御部による走行制御に切り替えることにより、乗員が目的地を設
定することなく、さらにステアリング操作をすることなく、乗員の意図する走行経路にし
たがって車両を走行させることができる。
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【００１２】
　尚、この欄および特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態による走行制御システムを示すブロック図。
【図２】自宅から会社に向かう車両の走行を説明する模式図。
【図３】自宅からショッピングセンターに向かう車両の走行を説明する模式図。
【図４】走行状態の切り替えの提案画面の一例を示す図。
【図５】走行状態の切り替えの提案画面の他の例を示す図。
【図６】走行制御処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明が適用された実施形態を図に基づいて説明する。
　［１．構成］
　図１に示す走行制御システム２は、カメラ１０と、車速センサ１２と、アクセルセンサ
１４と、ブレーキセンサ１６と、ステアリングセンサ１８と、ジャイロセンサ２０と、ナ
ビゲーション装置２２と、自動運転拒否ＳＷ２４と、走行制御装置３０と、パワートレイ
ンシステム６０と、ブレーキシステム６２と、ステアリングシステム６４と、ディスプレ
イ７０と、スピーカ７２とを備えている。
【００１５】
　走行制御システム２は、自車両の乗員の運転操作によって自車両が走行する第１の走行
状態と、乗員の運転操作に代わって走行制御装置３０による制御により自車両が走行する
第２の走行状態とを切り替えるシステムである。以下、第１の走行状態を手動運転、第２
の走行状態を自動運転とも言う。
【００１６】
　本実施形態では、乗員のすべての運転操作に代わって走行制御装置３０が車両走行を制
御する自動運転を例にして説明する。これに対し、乗員の運転操作の少なくともステアリ
ング操作に代わって、走行制御装置３０が車両走行を制御する自動運転を行ってもよい。
例えば、乗員はステアリング操作だけを行い、乗員のアクセル操作およびブレーキ操作に
代わって走行制御装置３０が車両走行を制御する自動運転を行ってもよい。
【００１７】
　カメラ１０は、例えば自車両の車室内のウィンドウシールドのミラーの中央付近に取り
付けられており、自車両の周囲を撮像する。車速センサ１２は、自車両の車速を検出する
。アクセルセンサ１４は、乗員が操作するアクセルペダルの開度を検出する。
【００１８】
　ブレーキセンサ１６は、乗員が操作するブレーキペダルの開度を検出する。ステアリン
グセンサ１８は、乗員が操作するステアリング角度を検出する。ジャイロセンサ２０は、
自車両が走行している方向を検出する。
【００１９】
　ナビゲーション装置２２は、自車両の現在位置と、タッチパネル式のディスプレイ７０
または図示しないマイクから音声により入力される自車両の目的地とに基づき、目的地ま
での経路を案内する。ナビゲーション装置２２は、ＧＰＳ衛星等の測位衛星から測位信号
を受信して、地図ＤＢに記憶されている地図情報に基づいて自車両の位置をマッピングす
る。
【００２０】
　自動運転拒否ＳＷ２４は、エンジンを始動させると初期値でオフに設定される。自動運
転拒否ＳＷ２４がオフの場合、乗員が了承すれば、第１の走行状態から第２の走行状態へ
の切り替えが許可される。自動運転拒否ＳＷ２４がオンの場合、第１の走行状態から第２
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の走行状態への切り替えは拒否される。
【００２１】
　走行制御装置３０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、Ｉ／Ｏインタフェ
ース等を備えるコンピュータを搭載しており、情報取得部３２と記憶部３４と記憶装置３
６と判定部３８と提案部４０と許可部４２と走行制御部５０として機能する。
【００２２】
　走行制御装置３０は、ＲＯＭまたはフラッシュメモリ等の非遷移的実体的記録媒体に記
録されているプログラムを実行することにより、プログラムに対応する走行制御の機能を
実行する。
【００２３】
　情報取得部３２は、ナビゲーション装置２２から自車両の現在位置を取得し、ジャイロ
センサ２０から自車両の現在の走行方向を取得する。情報取得部３２は、ナビゲーション
装置２２から取得する自車両の現在位置の変化から自車両の現在の走行方向を取得しても
よい。
【００２４】
　さらに、情報取得部３２は、ナビゲーション装置２２または車載の時計装置から現在の
日時を取得する。日時は、年月日と時間とを表わす。情報取得部３２は、年月日から曜日
と祭日であるか否かとを決定する。
【００２５】
　記憶部３４は、情報取得部３２が取得する自車両の現在位置と、自車両の現在の走行方
向と、現在の日時とを走行情報として、フラッシュメモリ等の書込み可能な不揮発性の記
憶装置３６に記憶する。
【００２６】
　尚、情報取得部３２は、自車両の現在位置と、ナビゲーション装置２２が備える地図Ｄ
Ｂに記憶されている道路情報とに基づいて、自動運転が許可される自動運転区間を自車両
が走行しているか否かを、走行情報として取得してもよい。自動運転区間以外の区間を自
車両が走行している場合、自動運転は禁止される。
【００２７】
　また、情報取得部３２は、自車両が走行している道路の渋滞状況を、走行情報として取
得してもよい。例えば、渋滞が激しい場合には、乗員が運転操作により車両を走行させる
ことは煩雑であるから、自動運転に切り替えることが望ましいと判断してもよい。これに
対し、渋滞がなく前後の車間距離が十分に空いている場合には、前後車両と接触する可能
性が低いので、自動運転に切り替えることが望ましいと判断してもよい。
【００２８】
　また、情報取得部３２は、自車両に搭乗している乗員の数を走行情報として取得しても
よい。この場合、乗員が運転者だけの一人の場合と、助手席と後部座席との少なくともい
ずれかに同乗者がいる場合とでは、異なる走行情報として区別される。
【００２９】
　判定部３８は、情報取得部３２が取得する現在の走行情報と記憶部３４が記憶装置３６
に記憶している過去の走行情報とを比較する。そして、判定部３８は、現在の走行情報に
対し、自車両が過去に走行した走行経路を車両が現在走行すると推定できる類似度を有す
る過去の走行情報が記憶装置３６に存在するか否かを判定する。
【００３０】
　現在の走行情報と記憶装置３６に記憶された過去の走行情報との類似度は、位置、走行
方向、日時等の走行情報の各項目について比較して求められる。そして、判定部３８は、
現在の走行情報と記憶装置３６に記憶された過去の走行情報との各項目についての類似度
が、各項目について設定された所定の判定値以上であるか否かを判定する。
【００３１】
　すべての項目について、類似度が各項目について設定された判定値以上であれば、判定
部３８は、現在の走行情報に対し、自車両が過去に走行した走行経路を車両が現在走行す
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ると推定できる類似度を有する過去の走行情報が存在すると判定する。
【００３２】
　自車両の位置と日時が表わす時間とについては、それぞれが近いほど類似度は高い。走
行方向と日時が表わす曜日とについては、それぞれ一致する必要がある。但し、同じ曜日
であっても、祭日と平日とで異なっていれば不一致とみなす。つまり、自車両の走行方向
と曜日とについては、一致すれば類似度は１００％であり、不一致であれば類似度は０％
である。
【００３３】
　例えば、図２および図３に示すように、乗員の運転操作により車両１００が自宅１１０
を出ると、判定部３８は、現在の走行情報と記憶装置３６に記憶された過去の走行情報と
の比較を開始し、走行情報の類似度を求める。
【００３４】
　図２に示すように、乗員が会社１１２への通勤に車両１００を使用する場合、平日の同
じ曜日に同じ時間帯で同じＡ地点の位置を同じ方向に向けて走行した過去の走行情報が記
憶装置３６に記憶されている可能性が高い。通勤の場合に同じ時間帯とは、例えば現在の
時間に対し前後１０分程度の範囲を表わす。
【００３５】
　また、図３に示すように、乗員がショッピングセンター１１４への買い物に車両１００
を使用する場合、休日である同じ曜日に同じ時間帯で同じＢ地点の位置を同じ方向に向け
て走行した過去の走行情報が記憶装置３６に記憶されている可能性が高い。通勤に対して
買い物の場合に同じ時間帯とは、例えば現在の時間に対し前後１時間程度の範囲を表わす
。このように、時間帯の範囲を目的地に応じて適宜設定してもよい。
【００３６】
　現在の走行情報と記憶装置３６に記憶された過去の走行情報との各項目についての類似
度が、各項目について設定された所定の判定値以上であれば、図２および図３に示すよう
に、自車両１００が過去に走行した走行経路２００を自車両１００が現在走行すると、判
定部３８は判定する。この場合、さらに判定部３８は、乗員に自動運転への切り替えを提
案する提案条件を満たしていると判定する。
【００３７】
　提案部４０は、提案条件を満たしていると判定部３８が判定すると、乗員の運転操作に
よって自車両が走行する第１の走行状態から、運転操作に代わって走行制御部５０が車両
の走行を制御する第２の走行状態に切り替えることを乗員に提案する。提案部４０は、例
えば、ディスプレイ７０の画像およびスピーカ７２からの音声等により、第１の走行状態
から第２の走行状態に切り替えることを乗員に提案する。
【００３８】
　このとき、提案部４０は、提案条件を満たしていると判定された過去の走行情報に基づ
いて設定した自車両の目的地と走行経路とを、ディスプレイ７０の画像およびスピーカ７
２からの音声等により乗員に報知してもよい。
【００３９】
　例えば、図４および図５に示すように、提案部４０は、ディスプレイ７０の地図上に車
両１００の現在の位置と走行方向とを表示する。そして、現在の走行情報と過去の走行情
報との類似度から車両１００が会社１１２またはショッピングセンター１１４に向かう走
行経路２００を走行すると判定すると、提案部４０は、「会社まで自動運転をおこないま
すか。」または「ショッピングセンターまで自動運転をおこないますか。」という提案と
、この提案に対する応答ボタンとして、「ＯＫ」、「目的地設定」、「ＮＧ」をディスプ
レイ７０に表示する。
【００４０】
　「ＯＫ」ボタンが選択されると、報知された目的地に向かって過去に走行した走行経路
にしたがって自動運転することを乗員が了承することを表わす。「目的地設定」ボタンが
選択されると、乗員は自動運転することを了承するが、乗員自身が目的地を設定すること



(7) JP 2017-116341 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

を表わす。「目的地設定」ボタンが選択されると、図示しない目的地の設定画面に切り替
わる。「ＮＧ」ボタンが選択されると、自動運転することを乗員が拒否することを表わす
。
【００４１】
　尚、図４および図５では、自動運転への切り替えを提案するときに、目的地と走行経路
とのうち目的地だけを報知している。これに対し、目的地を報知せず、「国道ａａ号線を
進み、ｂｂ交差点を右折します。」と目的地までの走行経路だけを報知してもよいし、目
的地と走行経路との両方を報知してもよい。
【００４２】
　また、例えば、高速道路を走行するときに、インターチェンジを降りてから走行経路が
分かれる可能性がある場合、目的地を報知せず、「高速道路のｃｃインターチェンジまで
自動運転します。」と通過点までの走行経路を報知してもよい
　許可部４２は、乗員が「ＯＫ」ボタンまたは「目的地設定」ボタンのいずれかを選択し
、自動運転への切り替えが乗員により了承されると、乗員の運転操作に代わって車両の走
行を制御することを走行制御部５０に許可する。このとき、許可部４２は、自車両の目的
地として、提案部４０が提案する目的地、あるいはディスプレイ７０またはマイクから乗
員が入力する目的地のいずれかを走行制御部５０に指示する。
【００４３】
　また、許可部４２は、自動運転拒否ＳＷ２４がオンになっている場合、乗員の運転操作
に代わって走行制御部５０が自車両の走行を制御することを禁止する。
　また、許可部４２は、乗員の運転操作としてアクセル操作とブレーキ操作とステアリン
グ操作とに代わって走行制御部５０が自車両を自動運転しているときに乗員が運転操作の
少なくともいずれかを実行すると、走行制御部５０による自動運転を終了させる。
【００４４】
　走行制御部５０は、カメラ１０が撮像する車両の前方の画像と図示しないレーダ装置等
に基づいて車両の周囲の物体と道路の形状と信号機の色等の走行環境を取得する。そして
、走行制御部５０は、取得する走行環境とナビゲーション装置２２から取得する自車両の
現在位置等に基づいて、パワートレインシステム６０とブレーキシステム６２とステアリ
ングシステム６４とを制御して、許可部４２が指示する目的地に向かって自車両の走行を
制御する。
【００４５】
　目的地だけが報知された自動運転を乗員が了承し、自車両の現在位置から目的地までの
間に交差点等の分岐点が複数存在して目的地までの走行経路が複数存在する場合、走行制
御部５０は、信号機の点灯のしかた、各走行経路の現在の渋滞情報等に基づいて、目的地
までの到着時間が最短になる走行経路を選択してもよい。
【００４６】
　到着時間が最短になる走行経路に代えて、目的地までの距離が最短になるか、または燃
費が最小になるか、または地図情報に基づいて景色がよいか、のいずれかの条件を満たす
走行経路を選択してもよい。
【００４７】
　目的地までの走行経路が報知された自動運転を乗員が了承する場合、走行制御部５０は
報知された走行経路にしたがって自車両の走行を制御する。
　パワートレインシステム６０は、走行制御部５０から指令される駆動出力にしたがって
、駆動源として内燃機関を搭載している場合にはスロットル装置の開度および燃料噴射量
を制御し、駆動源としてモータを搭載している場合にはモータへの供給電力を制御する。
【００４８】
　ブレーキシステム６２は、走行制御部５０から指令される制動力にしたがって、油圧式
ブレーキの液圧回路に設けられたアクチュエータを制御する。自車両が駆動源としてモー
タを搭載している場合には、ブレーキシステム６２は、走行制御部５０から指令される制
動力にしたがって、モータへの供給電力を制御して回生ブレーキによる制動力を生成して
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もよい。
【００４９】
　ステアリングシステム６４は、走行制御部５０から指令されるトルクにしたがってステ
アリングハンドルを駆動し、自車両の走行方向を制御する。
　［２．処理］
　以下、走行制御装置３０が実行する走行制御処理について説明する。図６のフローチャ
ートは所定時間間隔で常時実行される。
【００５０】
　Ｓ４００において許可部４２は、自動運転拒否ＳＷ２４がオンであるか否かを判定する
。Ｓ４００の判定が「Ｙｅｓ」であり自動運転拒否ＳＷ２４がオンの場合、処理はＳ４１
８に移行する。Ｓ４００の判定が「Ｎｏ」であり自動運転拒否ＳＷ２４がオフの場合、Ｓ
４０２において許可部４２は、現在手動運転中であるか否かを判定する。Ｓ４０２の判定
が「Ｎｏ」であり現在自動運転中の場合、処理はＳ４２２に移行する。
【００５１】
　Ｓ４０２の判定が「Ｙｅｓ」であり現在手動運転中の場合、Ｓ４０４において情報取得
部３２は、車両の現在位置と現在の走行方向と現在の日時とを現在の走行情報として取得
する。Ｓ４０６において記憶部３４は、情報取得部３２が取得した現在の走行情報を記憶
装置３６に記憶する。
【００５２】
　Ｓ４０８において判定部３８は、Ｓ４０６で取得した現在の走行情報と、記憶装置３６
に記憶されている過去の走行情報とを比較し、提案条件を満たす過去の走行情報が存在す
るか否かを判定する。Ｓ４０８の判定が「Ｎｏ」であり、提案条件を満たす過去の走行情
報が存在しない場合、本処理は終了し、乗員による手動運転が継続して実行される。
【００５３】
　Ｓ４０８の判定が「Ｙｅｓ」であり提案条件を満たす過去の走行情報が存在する場合、
Ｓ４１０において提案部４０は、図４および図５に示すように、ディスプレイ７０および
スピーカ７２等により手動運転から自動運転への切り替えを乗員に提案し、合わせて自車
両の目的地を報知する。
【００５４】
　Ｓ４１２において許可部４２は、図４および図５に示すＯＫボタン、目的地設定ボタン
、ＮＧボタンのいずれが入力装置としてのディスプレイ７０で選択されるかに基づいて、
Ｓ４１０の提案が了承されるか否かを判定する。Ｓ４１２の判定が「Ｎｏ」でありＳ４１
０の提案が拒否されると、本処理は終了し、乗員による手動運転が継続して実行される。
【００５５】
　Ｓ４１２の判定が「Ｙｅｓ」であり自動運転が了承されると、Ｓ４１４において許可部
４２は、自車両の目的地を走行制御部５０に指示する。
　この場合、図４または図５のＯＫボタンが選択されることによりＳ４１２の判定が「Ｙ
ｅｓ」になり自動運転が了承されると、Ｓ４１４において許可部４２は、自車両が走行す
る目的地として、Ｓ４１０で報知した目的地を走行制御部５０に指示する。許可部４２は
、目的地と目的地までの走行経路とを走行制御部５０に指示してもよい。
【００５６】
　一方、図４または図５の目的地設定ボタンが選択されることによりＳ４１２の判定が「
Ｙｅｓ」になり自動運転が了承されると、Ｓ４１４において提案部４０は、自車両が走行
する目的地として、入力装置としてのディスプレイ７０またはマイク等から乗員が入力し
た目的地を走行制御部５０に指示する。Ｓ４１６において走行制御部５０は、指示された
目的地まで自動運転を実行する。
【００５７】
　Ｓ４１８において許可部４２は、自動運転拒否ＳＷがオンの状態で自動運転中か否かを
判定する。Ｓ４１８の判定が「Ｎｏ」であり手動運転中の場合、本処理は終了し、乗員に
よる手動運転が継続して実行される。
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【００５８】
　自動運転拒否ＳＷがオンの状態でＳ４１８の判定が「Ｙｅｓ」であり自動運転中の場合
、Ｓ４２０において走行制御部５０は自動運転を終了し、乗員による手動運転に切り替え
る。
【００５９】
　Ｓ４２２において許可部４２は、自動運転中に乗員が運転操作をしたか否かを判定する
。Ｓ４２２の判定が「Ｎｏ」であり、自動運転中に乗員が運転操作をしていない場合、本
処理は終了し、自動運転が継続して実行される。
【００６０】
　Ｓ４２２の判定が「Ｙｅｓ」であり、走行制御部５０が代わりに自車両の走行を制御し
ている運転操作のいずれかを自動運転中に乗員が実行した場合、Ｓ４２４において走行制
御部５０は自動運転を終了する。これにより、乗員による手動運転に切り替わる。
【００６１】
　上記実施形態において、Ｓ４０４が情報取得部３２としての処理の一例に相当し、Ｓ４
０６が記憶部３４としての処理の一例に相当し、Ｓ４０８が判定部３８としての処理の一
例に相当し、Ｓ４１０が提案部４０としての処理の一例に相当し、Ｓ４１２が許可部４２
としての処理の一例に相当し、Ｓ４１６が走行制御部５０としての処理の一例に相当する
。
【００６２】
　［３．効果］
　以上説明した上記実施形態では、以下の効果を得ることができる。
　（１）乗員の運転操作により車両が走行しているときに、現在の走行情報と過去の走行
情報とを比較し、現在の走行情報に対し、車両が目的地に向かって過去に走行した走行経
路を車両が現在走行中であると推定できる類似度を有する過去の走行情報が存在する場合
、乗員の運転操作に代わって、走行制御部５０による走行制御を切り替えることが乗員に
提案される。
【００６３】
　この提案を乗員が了承すれば、自車両が過去に走行した目的地までの走行経路にしたが
って走行制御部５０が車両走行を制御する。これにより、エンジンを始動する毎に予め目
的地を乗員が設定する必要がないので、乗員による設定作業を省略できる。
【００６４】
　（２）目的地までの走行経路に交差点等の分岐点が存在しても、乗員によるステアリン
グ操作に代わって自車両の走行方向を走行制御部５０が制御するので、乗員がステアリン
グ操作により自車両の走行方向を指示する必要がない。
【００６５】
　（３）乗員による運転操作から走行制御部５０による走行制御への切り替えを提案する
ときに目的地を報知し、報知される目的地に対して乗員が了承するか拒否するかを入力で
きるので、乗員が自身の意図に応じた目的地であるか否かを選択できる。
【００６６】
　（４）乗員による運転操作から走行制御部５０による走行制御への切り替えを提案する
ときに報知される目的地が乗員の意図とは異なる場合、乗員が目的地を設定できるので、
乗員の意図に応じた目的地に向かって走行制御部５０は自車両を走行させることができる
。
【００６７】
　［４．他の実施形態］
　（１）上記実施形態では、乗員による手動運転から走行制御部５０による自動運転に切
り替えることを提案部４０が提案するときに、提案を了承するか拒否するかをディスプレ
イ７０またはマイクにより乗員が選択した。これに対し、自動運転への切り替えを提案部
４０が提案すると、乗員の了承を得ることなく自動運転に切り替えてもよい。この場合、
乗員が運転操作を実行すると、自動運転は終了する。
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　（２）乗員による運転操作から走行制御部５０による走行制御への切り替えを提案する
提案条件を満たす走行経路が複数ある場合、提案部４０は提案条件を満たす複数の走行経
路と走行経路によって決定される複数の目的地とを、ディスプレイ７０およびスピーカ７
２から報知し、報知する複数の走行経路と複数の目的地の中から一つを乗員に選択させて
もよい。
【００６９】
　（３）情報取得部３２は、自車両の現在の走行方向を除いた走行情報を取得してもよい
。この場合、判定部３８は、自車両の走行方向を除いた現在の走行情報と自車両の走行方
向を除いた過去の走行情報とを比較する。
【００７０】
　これにより、例えば、平日に自宅の駐車場から決まった時間帯に自車両で通勤する場合
、自宅の駐車場でエンジンを始動すると、乗員による運転操作から自動運転への切り替え
が提案される。
【００７１】
　また、日曜日等の休日に過去に入った高速道路の入り口に今から入る場合、目的地を報
知して乗員による運転操作から自動運転への切り替えが提案される。この場合、休日であ
れば、高速道路の入り口に入る時間帯の過去と現在との類似度は無視してもよい。このよ
うに、過去の走行情報と現在の走行情報との類似度として、日時の類似度は、類似する位
置に応じて適宜設定してもよい。
【００７２】
　（４）上記実施形態では、乗員による運転操作から自動運転への切り替えを提案部４０
が提案し、この提案を乗員が了承すると、走行制御部５０は自動運転を実行する。これに
対し、過去に走行した走行経路を自車両が現在走行していると推定できる類似度を有する
過去の走行情報が存在する場合、乗員による運転操作から自動運転への切り替えを提案部
４０が提案することなく、走行制御部５０は自動運転を実行してもよい。
【００７３】
　（５）上記実施形態では、車両に走行制御装置３０の機能をすべて搭載した。これに対
し、路側機または管理センタ等の車両外部の装置に、上記実施形態で説明した走行制御装
置３０の機能の少なくとも一部を設置してもよい。この場合、車両と車両の外部との間で
無線通信により情報が送受信される。
【００７４】
　（６）上記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分散
させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合したりしてもよい。また
、上記各実施形態の構成の一部を、課題を解決できる限りにおいて省略してもよい。また
、上記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加、置換
等してもよい。なお、特許請求の範囲に記載の文言から特定される技術思想に含まれるあ
らゆる態様が本開示の実施形態である。
【００７５】
　（７）上述した走行制御装置３０の他、当該走行制御装置３０を構成要素とする走行制
御システム２、当該走行制御装置３０としてコンピュータを機能させるための走行制御プ
ログラム、この走行制御プログラムを記録した記録媒体、走行制御方法など、種々の形態
で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【００７６】
２：走行制御システム、３０：走行制御装置、３２：情報取得部、３４：記憶部、３６：
記憶装置、３８：判定部、４０：提案部、４２許可部、５０：走行制御部、７０：ディス
プレイ（入力装置）
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